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高山市三町伝統的建造物群保存地区保存計画 

 

 
昭和 53 年 10 月 3 日  高山市教育委員会告示  第1号 

改正 平成元年３月１日        〃   第9号 

改正 平成 2 年 1 月 26 日        〃   第3号 

                  改正 平成８年３月 31 日     〃   第3号 

         改正 平成８年 12 月 24 日       〃    第１号 

     改正  平成 27 年 2 月 27 日       〃    第4号 

                     改正 令和３年３月２６日      〃          第2号 

 

 

高山市伝統的建造物群保存地区保存条例（以下「保存条例」という。）第3条の規定に基づき高山市三町伝 

統的建造物群保存地区（以下「保存地区」という。）の保存に関する計画を定める。 

 

 

１ 保存地区の保存に関する基本計画 

(1）方 針 

近世高山の歴史は城下町の高山、天領の町高山である。市街が誕生したのは、天正13年越前大野城主金森長

近が飛騨における中世以来の旧勢力三木氏を滅し、豊臣秀吉より飛騨一国3万8千石を与えられて天正14年に

入部し、高山城築造（慶長10年完成）に始まる。 

城下町は、城郭北方、江名子川と宮川で囲まれた東西約500メートル、南北約600メートルの範囲に建設さ

れ、東方の高台を武家地、西方の低地を町人地とわけ、江名子川の対岸には寺院があつめられた。 

城下町高山は、元禄5年第6代藩主頼旹の出羽国上ノ山への転封により幕府直轄領として姿をかえていった。

武家地の縮小、町人地の拡大が行われ、宮川西岸に高山陣屋が置かれ、そして高山城が破却されて城下町高 

山の象徴が消え、名実ともに天領の町高山に生まれかわった。 

城下町街区のパターンは、現在までに基本的には受継がれ城下町高山の名残りをしのばせている。 

保存地区は、町人地として最初につくられた一番町、二番町、三番町（後の一之町、二之町、三之町）を中

心とし、片原町の一部を含む。 

 保存地区のうち、上一之町、上二之町、上三之町は、天保 3 年の大火災で被害にあってはいるが、伝統的に

受継がれてきた様式で再建され、商人地として近年まで栄えてきた面影をよく残し伝統的な建造物が多い。創

建時代とほとんど変わらない街路、そして屋根勾配はゆるく、軒の出は長くて低く、庇の出は短く高さが揃い、

建物の全面は揃い、均質なデザインを基調としている町家とこれらの背後に並ぶ土蔵群が魅力である。 

 近年、社会経済事情の発展により、保存地区もしだいに変わりつつある現状にかんがみ、建築物等の修理、 
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修景、復旧等については、保存地区の伝統的建造物郡の特性に応じて行うほか、良好な市街地環境の整備を図

るものとする。 

（2） 内 容 

 主として江戸末期から昭和にかけての建造物のうち、伝統的建造物群の特性を維持していると認められる建

造物を伝統的建造物と定める。伝統的建造物については、歴史的価値ある概観及び構造耐力上主要な部分を可

能な限り保存するため修理を実施し、伝統的建造物以外の建造物等については、できる限り伝統的建造物と調

和するよう修景を施すものとする。 

 そのため、別記のように保存基準を定め、新築、増築、改築又は移転にあたっては、住民に特に協力を求め

るものとする。 

 伝統的建造物は勿論、その他の建造物もほとんどが木造であり、しかも密集していることから、防災施設の

整備を地区保存の重点事項として取上げ災害の防止を図る。 

 そのほか保存地区の保存のため必要な環境の整備を行い、住民の協力を得て伝統的建造物及びこれと一体を

なす環境を保存する。 

これらの事業を実施するにあたり、地区防災施設や市有財産の修理、修景事業は市が行い、一般の修理、修

景、防災事業等で所有者の行うものについては、助成措置を定め、市の補助事業として行うことができるもの

とする。 

 

 

２ 保存地区内における伝統的建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要があると認めら

れる物件の決定 

・伝統的建造物の基準 

江戸末期から昭和にかけての建造物のうち、伝統的な外観を有し、地区の特性を維持していると認められる

ものとする。 

（１）伝統的建造物  
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ア 建 築 物 
保存計画番号 種  別 員数 所    在    地 

１ 旧町役場 １ 棟 高山市神明町4丁目15番 

２ 土  蔵 〃 〃      15番 

３ 〃 〃 〃      15番 

４ 主  屋 〃 〃   4丁目14番 

５ 土  蔵 〃 〃   4丁目16番 

６ 主  屋 〃 〃   4丁目14番2 

９ 〃 〃      〃     上三之町3番 

１０ 屋 台 蔵 〃 〃      4番 

１１ 主  屋 〃 〃      5番 

１２ 〃 〃 〃       6番 

１３ 〃 〃 〃      8番 

１４ 土  蔵 〃 〃      9番 

１５ 主  屋 〃 〃      10番 

１６ 〃 〃 〃      11番 

１７ 〃 〃 〃     12番 

１８ 〃 〃 〃     14番・15番 

１９ 〃 〃 〃     96番3 

２０ 〃 〃 〃     101番 

２１ 〃 〃 〃     103番 

２２ 〃 〃 〃     104番 

２３ 土  蔵 〃 〃     105番 

２４ 主  屋 〃 〃     105番 

２５ 〃 〃 〃      106番 

２６ 〃 〃 〃     106番3 

２７ 〃 〃 〃     107番 

２８ 〃 〃 〃     108番 

２９ 〃 〃 〃      109番 

３０ 〃 〃 〃     27番 
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保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

３１ 主  屋 １ 棟 高山市上三之町28番 

３２ 〃 〃 〃      33番 

３３ 〃 〃 〃     34番 

３４ 〃 〃 〃     37番 

３５ 〃 〃 〃     38番 

３６ 〃 〃 〃     44番1 

３７ 〃 〃           〃     45番 

３８ 〃 〃 〃     48番 

３９ 〃 〃 〃     49番 

４０ 〃 〃 〃     50番 

４１ 〃 〃 〃     52番 

４２ 〃 〃 〃     53番 

４３ 〃 〃 〃     54番 

４４ 〃 〃 〃     67番 

４５ 〃 〃 〃     67番 

４６ 屋 台 蔵 〃 〃     78番 

４７ 主  屋 〃 〃     79番1 

４８ 土  蔵 〃 〃     79番1 

４９ 主  屋 〃 〃     82番 

５０ 〃 〃 〃     84番 

５１ 〃 〃 〃     85番 

５２ 〃 〃 〃     90番 

５３ 〃 〃 〃     91番2 

５４ 〃 〃 〃     91番3 

５５ 〃 〃 〃     91番4 

５６ 〃 〃 〃     92番 

５７ 〃 〃 〃     92番2 

５８ 〃 〃 〃     92番2 
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保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

５９ 主  屋 １ 棟 高山市上三之町93番1 

６０ 〃 〃 〃 上二之町39番 

６１ 土  蔵 〃 〃     39番 

６２ 〃 〃 〃     40番 

６３ 〃 〃 〃     40番 

６４ 主  屋 〃 〃     40番 

６５ 〃 〃           〃     45番 

６６ 〃 〃 〃     44番 

６７ 〃 〃 〃     44番 

６８ 〃 〃 〃     59番 

６９ 〃 〃 〃     60番 

７０ 〃 〃 〃     61番 

７１ 〃 〃 〃     63番 

７２ 〃 〃 〃     64番4 

７３ 屋 台 蔵 〃 〃     65番1 

７４ 土  蔵 〃 〃     68番 

７５ 主  屋 〃 〃     68番 

７６ 屋 台 蔵 〃 〃     71番 

７７ 主  屋 〃 〃     72番 

７８ 土  蔵 〃 〃    上三之町 5番   平８．３～ 

７９ 〃 〃 〃      6番 

８０ 〃 〃 〃     11番 

８１ 〃 〃 〃     12番 

８２ 〃 〃 〃     14番 

８３ 〃 〃 〃     94番 

８４ 〃 〃 〃    103番 

８５ 〃 〃 〃     105番 

８６ 〃 〃 〃     110番 

 

 



  - 6 -

 

 

保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

８７ 土  蔵 １ 棟 高山市上三之町23番 

８８ 〃 〃 〃      24番 

８９ 〃 〃 〃     27番 

９０ 〃 〃 〃     27番 

９１ 〃 〃 〃     28番 

９２ 〃 〃 〃     34番 

９３ 〃 〃           〃     34番 

９４ 〃 〃 〃     35番 

９５ 〃 〃 〃     37番 

９６ 〃 〃 〃     38番 

９７ 〃 〃 〃     39番 

９８ 〃 〃 〃     44番2 

９９ 〃 〃 〃     46番 

１００ 〃 〃 〃     47番 

１０１ 〃 〃 〃     48番 

１０２ 〃 〃 〃     49番 

１０３ 〃 〃 〃     50番 

１０４ 〃 〃 〃     51番 

１０５ 〃 〃 〃     53番1 

１０６ 〃 〃 〃     53番2 

１０７ 〃 〃 〃     54番 

１０８ 〃 〃 〃     67番 

１０９ 〃 〃 〃     67番 

１１０ 〃 〃 〃     67番 

１１１ 〃 〃 〃     67番 

１１２ 〃 〃 〃     67番 

１１３ 〃 〃 〃     68番 

１１４ 〃 〃 〃     70番 
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保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

１１５ 土  蔵 １ 棟 高山市上三之町70番 

１１６ 〃 〃 〃        81番 

１１７ 〃 〃 〃     82番 

１１８ 〃 〃 〃     84番 

１１９ 〃 〃 〃     84番 

１２０ 〃 〃 〃     84番 

１２１ 〃 〃           〃     90番 

１２２ 〃 〃 〃     91番3 

１２３ 〃 〃 〃   上二之町39番 

１２４ 〃 〃 〃     39番 

１２５ 〃 〃 〃     40番 

１２６ 〃 〃 〃      40番 

１２７ 〃 〃 〃     40番 

１２８ 〃 〃 〃     40番 

１２９ 〃 〃 〃     43番1 

１３０ 〃 〃 〃     43番1 

１３１ 〃 〃 〃     43番1 

１３２ 〃 〃 〃     43番1 

１３３ 〃 〃 〃     44番4 

１３４ 〃 〃 〃        59番 

１３５ 〃 〃 〃     60番 

１３６ 〃 〃 〃     61番 

１３７ 〃 〃 〃     63番 

１３８ 〃 〃 〃     64番 

１３９ 〃 〃 〃     66番 

１４０ 〃 〃 〃     68番 

１４１ 〃 〃 〃      68番 

１４２ 〃 〃 〃      72番 
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保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

１４３ 土  蔵 １ 棟 高山市上二之町75番 

１４４ 〃 〃 〃        76番3 

１４５ 屋 台 蔵 〃 〃      1番     平８．１２～ 

１４６ 主  屋 〃 〃      2番3 

１４７ 〃 〃 〃      2番1 

１４８ 〃 〃 〃      2番4 

１４９ 土  蔵 〃           〃      3番 

１５０ 〃 〃 〃      4番 

１５１ 主  屋 〃 〃          5番 

１５２ 土  蔵 〃 〃      5番 

１５３ 〃 〃 〃      6番 

１５４ 〃 〃 〃       6番 

１５５ 〃 〃 〃      9番 

１５６ 主  屋 〃 〃     10番 

１５７ 土  蔵 〃 〃     10番 

１５９ 主  屋 〃 〃     11番 

１６０ 土  蔵 〃 〃     16番 

１６１ 主  屋 〃 〃     18番 

１６２ 土  蔵 〃 〃     20番 

１６３ 〃 〃 〃    片原町75番 

１６４ 〃 〃 〃     76番3 

１６５ 〃 〃 〃     80番 

１６６ 〃 〃 〃     81番 

１６７ 付属建物 〃 〃     81番 

１６８ 土  蔵 〃 〃  上二之町49番 

１６９ 〃 〃 〃      49番 

１７０ 〃 〃 〃      49番 

１７１ 土  蔵 １ 棟 高山市上一之町50番 
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保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

１７２ 土  蔵 １ 棟 高山市上一之町50番 

１７３ 〃 〃 〃   上二之町22番3 

１７４ 〃 〃 〃       77番1 

１７５ 主  屋 １ 棟     〃  上三之町  7番      令３．３～ 

１７６ 〃 〃 〃         23番 

１７７ 〃 〃 〃         29番 

１７８ 付属建物 〃 〃         79番 

１７９ 主  屋 〃 〃         81番 

１８０ 〃 〃 〃    上二之町 64番 

１８１ 〃 〃 〃      片原町 74番 

１８２ 〃 〃 〃   上二之町 65番4 

１８３ 〃 〃 〃     66番 

※欠番：１５８ 

 

 

 

イ その他の工作物 
保存計画番号 種別 員数 所    在    地 

７ 秋 葉 社 １ 基 高山市神明町4丁目14番 

８ 〃 〃 〃       15番 

 

 

 

 
 
 
 
 
ウ 伝統的建造物にかかる図面（別図） 
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３ 保存地区内における建造物の保存整備計画 

この地区の街区割りは、城下町として完成して以来ほとんど規模を変えず、町人の町として栄えた面影をし

のぶことができる。 

上二之町、上三之町は江戸末から明治末の中２階建の町家が比較的多く道路に面して建並び、保存地区の景

観構成の要素となっている。また、上二之町南部は江戸末から明治末の土蔵と明治から昭和の主屋があり上二

之町の重要な伝統的景観を構成している。 

町家はすべて木を主材料として作られており、構造材、造作をはじめ壁面、庇、屋根地も木が主材料である。 

屋根勾配はゆるく、軒の出は道路におおいかぶさるように深く、中２階建の腰に出の小さい高さのほぼそろっ

た統一感を与える庇をつけている。１階の正面の大部分は細い桟の格子をつけ、かつてはシトミが入っていた

家が多く、また、2階の正面には柱間全体にわたって開口部をつくり、主として板格子や板連子を入れている 

家が多いのが特徴である。 

 片原町は、西側が宮川右岸の川岸景観を構成し、町並は上三之町の裏側土蔵郡と川に面した建物郡で構成さ

れる。元々鍛冶屋職人の町としてにぎわい、上一之町、上二之町、上三之町とは違った町並の歴史をもつ。 

 これらの歴史的風致を維持するため保存地区内の建造物等の保存整備にあたっては、地区住民の理解と協力

を得て、別記保存基準により修理、修景を行う。そのほか景観のポイントとして、また防災面から水量が豊富

な側溝を残してゆく。 

 伝統的建造物について売却希望のあるものについては公共団体で買上げ、公共施設として公開するなど地区

保存に役立てるよう努力する。 

 

 

４ 保存地区の保存のために必要な管理施設及び整備並びに防災施設の計画 

 保存地区住民、保存区内町並保存会、教育委員会、消防署等関係機関は相互協力して次のことを行う。 

（1） 管理施設等 

ア 保存地区の管理のために、標識、説明版、案内板等を地域内の必要個所に設置する。 

  イ 管理施設を設け、あわせて研究者の調査研究の便を図ることができるよう努力するものとする。 

（2） 防災意識の向上 

ア 地震、火災、風水害等防災に対する基本的意識の向上を図る。 

イ 火災予防の啓発を行う。 

ウ 防火、防災対策を施した器具、製品を使用する。 

（3） 自衛消防隊 

ア 自衛消防隊の装備を充実し、育成を図る。 

イ 自衛消防隊内に防災精通者を育成する。 
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ウ 保存会は初期消火の訓練を計画的に行い、初動体制に万全を期す。 

（4） 早期発見、通報 

ア 警報ベル、自動火災警報装置を整備する。 

イ 火災等の早期発見、通報訓練を常時計画的に行う。 

（5） 初期消火設備 

  ア 消火栓、消火器、可搬ポンプ等を密度高く配置し、初期消火の設備を充実する。 

（6） 防火水利の確保  

  ア 耐震の貯水槽を設置する。 

  イ 三町用水の水量を確保し、家の前の防火用水としての活用を図る。 

  ウ 宮川河川その他防火水利を確保する。 

（7） 避難 

  ア 家屋内から前後２方向へ出られるよう避難路を確保する。 

  イ 土蔵間の通路を避難路として活用する。 

（8） 地区防災 

  ア 江戸時代以来、防火帯として住民の安全を確保してきた土蔵を保存活用する。 

  イ 土蔵は江戸末期から明治時代に建てられたものが多いため、白蟻駆除、軸組修理、塗壁修理を計画的

に行う。 

  ウ 土蔵が既に取り壊されて防火帯としてつながらない部分は防火壁、防火隔壁等を設ける。 

  エ 空地、道路、中庭等を防火帯として活用する。 

（9） 地震対策、防火構造 

  ア 保存地区内建築物、工作物等の修理・修景工事の際に、地震対策のための構造補強につとめる。 

  イ その他防災対策上必要な処置を戸別又は共同で行う。 

  ウ 火気使用場所は特に防火対策につとめる。 

（10） 町並保存会育成 

  ア 保存地区内町並保存会の自主的防災活動を促進するため、保存会の育成を図る。 

 

 

５ 保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる助

成措置等 

（1）経費の補助 

保存条例第11条並びに同施工規則弟９条の規定に基づき、次の経費を補助する。 

（伝統的建造物） 
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ア 伝統的建造物の修理事業のうち、伝統的建造物の特性を維持するための正面外観及び通常望見される

側面に要する経費の10分の8以内の額。 

     なお、伝統的建造物の保存上、構造耐力上主要な部分の修理を要すると認められる場合はこれを含

むことができる。 

     この場合の構造耐力上主要な部分とは、基礎、壁（内面の仕上げを除く。）、柱、小屋組（仕上げを

含む）、屋根、土台、梁材、床組（根太を含む。）、横架材とする。 

（伝統的建造物以外の建築物等） 

  イ 伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物の新築、増築、改築、移転又は修繕、模様替え若しく

は色彩変更で別記保存基準により修景した部分に要する経費の10分の8以内の額。 

  （伝統的建造物郡と一体をなす環境） 

  ウ 伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件の復旧に関する経費の

10分の8以内の額。 

（自火報） 

  エ 所有者又は管理者が保存地区の保存のために設置する自動火災警報設備（法の規定により設置する設

備を除く。）に要する経費の10分の9以内の額。 

  （防災対策事業） 

  オ 所有者又は管理者が伝統的建造物の保存のために設置する防災設備、地震及び防火対策構造強化事業

に要する経費の10分の8以内の額。 

カ 保存地区内の住民で組織された保存会に対して、その地区内の保存管理に要する経費の一部。 

キ 補助金の限度額は、1件につき「(1)経費の補助」に記載する項目別に、ア900万円、イ500万円、ウ

500万円、エ200万円、オ900万円とし、１件の経費が6万円未満のものには補助しない。 

（2）物資の提供 

  必要に応じて消火器等防災対策上必要な物資を提供する。 

（3）その他 

 特に市長及び教育委員会が必要と認める場合は別に定める。 
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高山市三町伝統的建造物郡保存地区保存基準 

 

１．建築物等は原則として外観をこの基準に適合させるものとし、保存地区内の道路から通常望見できる内部

（おおむね前面から約3.6メートル）は外観とみなすものとする。 

２．道路に面する建築物は、土蔵を除いて保存地区内の道路から望見できる部分を木造とし、板壁又は真壁と

する。 

３．建築物等の道路に面する部分の色彩は、保存地区にふさわしい落着きあるものとする。 

４．道路に面する住居、店舗の軒高は、つとめて道路面から4.5メートル以内として家並みにそろえるものとす

る。 

５．保存地区内の道路から望見できる工作物、倉庫等は景観を乱すことのない高さにする。 

６．道路に面する住居、店舗の屋根は10分の3勾配以内とする。 

７．屋根の軒先につとめて板どめを設ける。 

８．道路に面する住居、店舗の軒の出は、１メートル以上とする。 

９．軒裏は垂木を見せるものとする。 

10．道路に面する住居、店舗はひさしを家並みにそろえて、設けるものとする。 

11．ひさしは腕木により支え、腕木の先端を白く塗る。 

12．建築物等の道路に面する建具は、木製とする。 

13．住居、店舗は１階の道路に面する部分には、その場所にふさわしい格子又はしとみを設けるものとする。 

14．住居、店舗は階上の道路に面する部分に格子の設置がふさわしい場合は、つとめてその場所にふさわしい

格子を設けるものとする。 

15．へい並びに土蔵保護囲は、木造和風式とする。 

16．屋外広告物のデザイン、色彩、大きさ、掲示及び位置は、周囲の景観に支障をおよぼさないものとする。 

17．伝統的建造物の保存及び周囲の環境の保存のために、特に必要なことが生じた場合は、高山市伝統的建造

物郡保存地区保存審議会の意見によるものとする。 
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